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渚の交番　パトロール車

平
成
30
年
12
月
11
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、「
道
の
駅　

風
の
マ
ル
シ
ェ
御

前
崎
」
の
指
定
管
理
者
指
定
、「
御
前

崎
市
渚
の
交
番
」の
指
定
管
理
者
指
定
、

一
般
会
計
予
算
の
補
正
、
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
予
算
の
補
正
、
御
前
崎
市

病
院
事
業
会
計
予
算
の
補
正
、
全
５
議

案
を
意
見
を
付
し
可
決
し
ま
し
た
。
主

な
意
見
、
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
道
の
駅
で
は
５
年
間
の
実
績
報
告

を
す
る
べ
き
で
は

答　

２
ヵ
月
に
一
度
報
告
し
て
い
ま

す
。

問　

渚
の
交
番
の
巡
回
時
に
、
サ
ー

フ
ァ
ー
へ
浜
岡
砂
丘
で
用
を
足
さ

な
い
よ
う
に
注
意
で
き
な
い
か

答　
渚
の
交
番
で
巡
回
時
に
呼
び
か
け

る
よ
う
に
し
ま
す
。

問　
補
正
予
算
財
源
と
し
て
、
請
負
差

金
を
集
め
て
、
財
政
調
整
基
金
を

使
わ
な
い
よ
う
に
で
き
な
い
か

予
算
決
算
審
査

特
別
委
員
会 報

委
員

告会
答　
平
成
31
年
２
月
に
財
源
が
確
定
す

る
た
め
、
歳
出
の
減
額
で
調
整
し

ま
す
。

そ
の
後
の
委
員
会
討
議
で
は
次
の
意

見
書
提
出
が
決
定
し
ま
し
た
。

議
案
第
72
号
「
平
成
30
年
度
御
前
崎
市

一
般
会
計
予
算
の
補
正
（
第
４
号
）
に

つ
い
て
」

【
財
政
課
】

財
政
調
整
基
金
か
ら
の
繰
り
入
れ
に

つ
い
て
は
、
予
算
執
行
時
に
お
け
る
不

用
額
等
を
精
査
の
上
、
繰
り
入
れ
を
す

る
よ
う
に
強
く
求
め
る
。

原
子
力
対
策

特
別
委
員
会

総
合
開
発
計
画
策
定

特
別
委
員
会

平
成
30
年
12
月
12
日
に
委
員
会
を

開
催
し
、
意
見
書
を
執
行
部
に
提
出

し
ま
し
た
。

1　
第
２
次
御
前
崎
市
総
合
計
画
（
実

施
計
画
）
に
つ
い
て

実
施
計
画
は
平
成
31
年
か
ら
33
年

ま
で
の
３
年
間
の
事
業
で
す
。「
こ
ど

も
た
ち
の
夢
と
希
望
が
あ
ふ
れ
る
ま

ち
御
前
崎
」
を
実
現
す
る
た
め
６
つ

の
分
野
別
基
本
目
標
の
推
進
及
び
検

討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

災
害
に
備
え
た
常
備
消
防
施
設
整

備
事
業
や
市
道
整
備
、
医
療
体
制
強

化
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
キ
ャ

ン
プ
の
た
め
の
機
器
な
ど
の
整
備
、

外
国
客
船
向
け
の
賑
わ
い
創
出
事
業

と
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け

る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
に
つ
い
て
着
実
に
進
め

て
い
き
ま
す
。

２　
火
葬
場
整
備
事
業
に
つ
い
て

候
補
地
検
討
委
員
会
が
平
成
30
年
12

月
中
に
市
長
に
検
討
結
果
を
報
告
し
ま

す
。
平
成
31
年
に
市
幹
部
に
よ
る
候
補

地
選
定
庁
内
会
議
に
て
１
ヶ
所
に
絞
り

平
成
30
年
12
月
12
日
に
委
員
会
を

開
催
し
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
状

況
に
つ
い
て
、
中
部
電
力
㈱
よ
り
報

告
を
受
け
ま
し
た
。

１　
４
号
機
適
合
性
確
認
審
査
の
状
況

に
つ
い
て

平
成
30
年
11
月
に
原
子
力
規
制
委

員
会
の
地
震
津
波
に
関
す
る
審
査
会

合
で
、
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
た
Ｈ

断
層
系
に
つ
い
て
代
表
性
・
同
一
性
・

活
動
性
の
３
つ
の
柱
で
国
に
説
明
し

た
と
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

２　
緊
急
時
対
応
に
関
す
る
力
量
向
上

に
つ
い
て

緊
急
時
対
応
に
お
け
る
中
長
期
計

画
を
定
め
対
応
し
て
い
ま
す
。
重
大

事
故
の
発
生
防
止
・
収
束
に
つ
い
て

は
、
体
制
や
組
織
を
充
実
さ
せ
、
要

員
の
力
量
向
上
を
図
る
た
め
訓
練
な

ど
を
通
じ
て
対
応
能
力
の
強
化
に
努

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
緊
急
時
支
援

組
織
や
他
の
原
子
力
事
業
者
と
連
携

し
、
さ
ら
な
る
対
応
能
力
の
強
化
を

図
っ
て
い
る
と
説
明
を
受
け
ま
し
た
。


